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問題１．外為法第４８条第１項及び外為法第２５条第１項も、「（Ａ）を妨げる 

こととなると認められるものとして」という書き出しで始まっている。 

（Ａ）には、「国際的な平和及び安全の維持」が入る。○ 

 

問題２．１９７４年のインドの核実験を契機に発足した核兵器の関連資機材・  

関連技術に関する国際輸出管理レジームは、（Ａ）である。（Ａ）には、  

原子力供給国グループ（ＮＳＧ）が入る。○ 

 

問題３．本邦にある貿易会社Ｘは、タイにあるメーカーＹから、輸出令別表第 

１の３の項（２）に該当する弁（総価額１０万円）の注文を受けた。貿 

易会社Ｘは、弁をメーカーＹに輸出する場合、少額特例が適用できるの 

で、輸出許可は不要である。☓ 

 

問題４．本邦にあるメーカーＸは、２年前にタイにあるメーカーＹに輸出令別 

表第１の２の項に該当するロボット（１台）について輸出許可を取得し、 

輸出した。ロボットが故障したため、メーカーＸは、メーカーＹから 

の修理の依頼があり、ロボットを先週、日本に輸入した。メーカーＸが 

故障箇所を修理後、メーカーＹに再輸出する場合、修理代と運送費で、 

約１００万円かかったとしても、無償告示により輸出許可は不要である。 

○ 

 

問題５．本邦にあるＸ大学では、姉妹校であるオーストラリアにあるＹ大学に

輸出令別表第１の１０の項に該当するセンサー（価額１５０万円）を輸

出する予定である。センサーの使用目的が、基礎科学分野の研究活動で

あれば、Ｘ大学は輸出許可が不要である。☓ 

 

問題６．本邦にあるメーカーＸは、外国ユーザーリストに掲載されているイラ 

ンにある企業Ｙ（懸念区分は、核）から、輸出令別表第１の１６の項に 

該当する周波数変換器（核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨 

物例での懸念用途は、核兵器）１０セットの引き合いを受けた。メーカ 

ーＸの担当者が、周波数変換器の用途を企業Ｙの担当者に尋ねたところ、 

「用途は、企業秘密で言えない。」と連絡があった。この場合、メーカーＸが、 

企業Ｙから受注し輸出する場合、輸出許可申請は不要である。☓ 
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問題７．本邦にある貿易会社Ｘの営業課長は、英国にあるメーカーＹから注文を 

受けたソフトウェアαが、外為令別表の４の項に該当し、役務取引許可 

が必要な技術であったにもかかわらず、役務取引許可を取得しないで、メ 

ーカーＹに提供した。この場合、貿易会社Ｘの営業課長が、外為法の規制 

を知らなかったのであれば、貿易会社Ｘは、外為法違反に問われることは 

ない。☓ 

 

問題８．本邦にあるＸ大学の教授は、５年前に米国や英国で出版されたロボッ 

ト工学の専門書α（外為令別表の６の項に該当する技術を含んでいる。） 

をイランのＹ大学に勤務している教授に提供する予定である。この場合、 

役務取引許可申請は不要である。○ 

 

問題９．輸出令別表第１の４の項の中欄では、「次に掲げる貨物であつて、経済産 

業省令で定める仕様のもの」と規定されている。この経済産業省令とは、 

「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を 

定める省令」（貨物等省令）をいう。○ 

 

問題１０．本邦にあるメーカーＸは、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ 

ログラム）取引許可を適用して、輸出令別表第１の３の項（２）に該 

当する貯蔵容器をスペインにある水処理メーカーＹに輸出した。この 

場合、この輸出に関する資料を輸出管理内部規程に基づき、輸出時か 

ら少なくとも５年間保存する必要がある。下線部分は正しい。☓ 

 

問題１１．外為法第２５条第１項中の政令とは、外国為替令（外為令）のこと 

である。○ 

 

問題１２．本邦にあるメーカーＸは、英国にあるメーカーＹから、製造請負の 

引き合いを受け、外為令別表の６の項に該当する製造図面αを提供さ  

れた。メーカーＸは、内部で検討したが、自社では製造技術が不足し 

ていることから、引き合いを辞退し、メーカーＹに製造図面αを返却 

する予定である。この場合、提供したメーカーＹに戻すので、役務取 

引許可は不要である。☓ 
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問題１３．キャッチオール規制に関する輸出許可・役務取引許可の申請は、経 

済産業省の安全保障貿易審査課に行う必要がある。○ 

 

問題１４．本邦にあるメーカーＸは、台湾にあるメーカーＹから、輸出令別表 

第１の７の項（１）に該当する集積回路（総価額１５０万円）の注文 

を受けた。用途を確認したところ、戦車の制御装置の製造に使用する 

と連絡があった。メーカーＸが、取得している特別一般包括輸出・役 

務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して、集積回路を輸出す 

る場合、輸出後に経済産業大臣へ「届出」が必要である。☓ 

 

問題１５．本邦にある貿易会社Ｘのタイ支店が、中国のメーカーＹから輸出令 

別表第１の１６の項に該当する合金１トンを購入し、アラブ首長国連 

邦にある企業Ｚに販売する仲介貿易取引の契約をした際、この企業Ｚ 

から、この合金を使って大陸間弾道ミサイルの開発等を行うと電子メ 

ールで連絡を受けた。この場合、貿易会社Ｘは、仲介貿易取引許可申 

請を経済産業大臣に行う必要がある。○ 

 

問題１６．中華人民共和国及び大韓民国は、輸出令別表第３に掲げる地域であ 

る。☓ 

 

問題１７．本邦にあるメーカーＸは、来週、輸出令別表第１の２の項に該当す 

るロボット１台をシンガポールで行われるロボットの国際展示会に出 

品する予定である。国際展示会終了後、ロボットを本邦に戻す予定で 

あれば、出品時の輸出許可は不要である。☓ 

 

問題１８．本邦にあるメーカーＸは、毎月１回、フランスにあるメーカーＹに 

輸出令別表第１の１６の項に該当する試薬α（５キログラム）を輸出 

している。このような場合、メーカーＸは、外為法第５５条の１０第 

１項の「輸出を業として行う者」にはあたらない。☓ 
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問題１９．本邦にある貿易会社Ｘは、輸出令別表第１の１の項に該当する暗視 

装置を米国のメーカーから購入し、韓国の警察に売却する予定である。 

暗視装置は、米国から韓国に直接輸出される場合、貿易会社Ｘは、仲 

介貿易取引許可は不要である。☓ 

 

問題２０．外為法等遵守事項では、「該非判定に関して手続きを明確にし、実 

施すること。」が求められている。○ 

 

問題２１．本邦にあるメーカーは、インドにある石油会社から輸出令別表第１ 

の３の項に該当する熱交換器と貯蔵容器を計１２台受注したが、生産 

能力の関係で、３月、４月、５月の３回に分けて輸出する場合、たと 

え契約が一つであっても、それぞれの輸出に対して個別の輸出許可が 

必要である。☓ 

 

問題２２．輸出許可申請書の「経由地」の欄には、貨物が仕向地に至るまでに 

積み替え、又は陸揚げされる場所を経由地として記載する。○ 

 

問題２３．本邦にあるメーカーＸは、マレーシアにある子会社Ｙでビールの製 

造を行うために輸出令別表第１の３の２の項に該当する発酵槽５セッ 

トを輸出する予定である。発酵槽が、ビールの製造に用いられること 

が、契約書で明らかであれば安全保障上の問題は生じないので、輸出 

許可申請は不要である。☓ 

 

問題２４．本邦にあるメーカーＸは、外国への輸出や技術提供が多くなってき 

たことから、自社の輸出管理を徹底するために輸出管理内部規程を策 

定し、来月、経済産業省に届け出る予定である。この場合、届出先は、 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課（ Ａ ） 

である。（ Ａ ）には、「安全保障貿易検査官室」が入る。○ 

 

問題２５．外為法等遵守事項では、「需要者及び用途の確認を行うこと」は求

められていない。☓ 
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※問題文中で使用される略称・用語について 

外為法 外国為替及び外国貿易法 

輸出令 輸出貿易管理令 

外為令 外国為替令 

無償告示 輸出貿易管理令第４条第１項第二号のホ及びヘの規定

に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出す

べきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入す

べきものとして無償で輸出する貨物 

少額特例 輸出貿易管理令第４条第１項第四号で規定されている

特例 

告示貨物 輸出貿易管理令別表第３の３の規定により経済産業大

臣が定める貨物 

貨物等省令 輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に

基づき貨物又は技術を定める省令 

運用通達 輸出貿易管理令の運用について 

役務通達 外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替

令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を

提供する取引又は行為について 

外為法等遵守事項 「輸出管理内部規定の届出等について」の（別紙１）

に記載されている。 

リスト規制 国際的な合意等に基づき、通常兵器や大量破壊兵器の

開発等に用いられるおそれの高いもの、具体的には輸

出令別表第１の１から１５の項の中欄に掲げる貨物の

輸出又は外為令別表の１から１５の項の中欄に掲げる

技術の提供に際して、経済産業大臣の許可が必要とな

る制度。主に機能・仕様（スペック）に着目した規

制。 

キャッチオール規制 大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチ

オール規制の両方の概念を含む総称。主に需要者及び

用途に着目した規制。リスト規制を補完するという意

味で、補完的輸出規制ともいう。 
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